
茨城町と茨城労働局が「雇用対策協定」を締結しました！

令和５年１２月１８日

茨城町（町長 小林 宣夫氏）と茨城労働局（局長 澤口 浩司）は、これまでも地域の雇

用に係る様々な課題において連携を図ってきましたが、地元企業の人材確保・人材育成や

若年者・移住者の就労支援等を一層強化することを目的として、令和５年１２月１８日（月）

に雇用対策協定を締結しました。茨城県内の市町村との雇用対策協定締結は１１例目とな

ります。

具体的な事業内容は、茨城町と茨城労働局で設置する運営協議会において、毎年協議

していくことになりますが、第１回の協議会を令和６年１月末頃を目途に開催する予定です。

茨城労働局職業安定部職業安定課 TEL：029-224-6218

フォトレポート

「雇用対策協定」についてお知りになりたい場合は、こちらをクリック！

※運営協議会での主な協議事項等

〇地元企業の人材確保 〇茨城町を就業場所等とした求人情報の発信

〇誘致・進出企業に対するマッチング支援

〇定住支援制度や就労に関する情報の周知

〇子育て世代を中心とした出張相談や就職応援セミナーの開催
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000054203.html

